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ADNDRC 仲裁費一覧表 https://www.adndrc.org/bjc_schedule_fees.html 

紛争ドメイン

ネーム数量 

専門家費用 センター

管理費 

費用全額 

人 3 人 人 3 人 

1～2 件 US$700 
首席専門家: US$1,000 

協力専門家: US$600/人 
US$600 US$1,300 US$2,800 

3～5 件 US$900 
首席専門家: US$1,200  

協力専門家: US$700/人 
US$700 US$1,600 US$3,300 

6～9 件 US$1,100 
首席専門家: US$1,400  

協力専門家: US$800/人 
US$800 US$1,900 US$3,800 

10 件以上 センターの関連秘書処によって決定 

 
  

243 
 

説明 

第２節 商号の問題

． 商号の登記手続き

企業名称の登記は、行政許可に属する一種の審査確認制度です。国家工商行

政管理総局と各地方工商行政管理局が「企業名称登記管理規定」、「会社登記管

理条例」等に基づいて、該行政区域の範囲で統一管理を行い、級別登記管理を

実施します。中国における企業名称登記を含む会社登記の手続きについて、以下のよう

に簡単に紹介します。 

① 会社を設立しようとする際に、まず、現地の工商行政管理局に会社名称に対す

る予備申請を提出します。

② 工商行政管理局は、申請の会社名称が先行登記の名称と抵触があるかどうか、及

びほかの違法事項があるかどうかを審査します。

③ その会社名称が許可された場合、「企業名称予備審査通過通知書」が発行されま

す。当該通知書の有効期間は ヶ月となります。

④ 当該期間内に、商務局、工商行政管理局、税務局及び技術監督局などの主管機関

に、会社設立の申請を進めなくてはなりません。

⑤ 当該期間は延長することも可能で、期間満了日の ヶ月前に期間延長申請を提出

することができます。但し、当該延長期間は ヶ月を超えてはなりません。

また、有効期間を超えた場合、予備審査を通過した会社名称は無効になります。

企業名称の登記は、事前審査の手続きを経なければなりません。企業

名称予備審査を申し出る場合、工商行政管理機関は、一般的に、同業種

の他の企業名称と同様であるか否かを審査します。また、地区によって係る規定が異な

っていますが、一部の地区では、著名商標、世界企業 500 社ランキングに入っている

企業商号、当地の著名商標、全国重点保護商標、中華古商号、有名人の氏名等の内容を

含む場合、企業名称として登録することができません。 

233

第２節 商号の問題



244 
 

2． 商号に関する紛争 

商標と企業名称は、いずれも企業又は商品・役務の標識です。表面上は、企業名称は、

商業主体を区別し、商標は、商品を区別するものですが、両者は、商業標識として、何

れも、商品と役務の出所を区別する類似する役割を果たしています。 

中国では、企業名称と商標の抵触事件は数多く存在しており、日増しに深刻化してい

ます。 

 

商号紛争の原因 

法律面 商標及び企業名称は異なる法律と異なる手続きを通じて登録される。商標登

録を管轄する国家工商総局商標局と、商号登録を管轄する各地方工商行政管

理局との間には、商標に関するクロスリサーチのシステムがない。両者は、

許可条件、手続き、保護範囲等において、異なっている。 

事実面 不正業者が悪意で他人の商標を商号として登録して、消費者を誤認させるこ

とを通じて不当利益を獲得する。 

 

商号登記について、工商行政管理局は権利存在状況を全面的に調査しないので、合法

的に登記された商号でも、他人の先行商標権を侵害する可能性があります。同様に、合

法的に登録された商標権も、他人の先行商号権に対する侵害を構成する可能性がありま

す。 

 

 

3． 救済手段 

合法的に登記された企業名称が先行商標権を侵害した事件について、相手側の企業名

称を変更/抹消させて、侵害行為を差し止める必要があります。先行商標権者は、以下

のような救済手段を取ることができます。 

 

① 相手側に警告状を送付して、商号を変更するよう交渉する。 

② 工商行政管理局に商号の変更/抹消請求を提出する。 

法律根拠 
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2． 商号に関する紛争 

商標と企業名称は、いずれも企業又は商品・役務の標識です。表面上は、企業名称は、

商業主体を区別し、商標は、商品を区別するものですが、両者は、商業標識として、何

れも、商品と役務の出所を区別する類似する役割を果たしています。 

中国では、企業名称と商標の抵触事件は数多く存在しており、日増しに深刻化してい

ます。 

 

商号紛争の原因 

法律面 商標及び企業名称は異なる法律と異なる手続きを通じて登録される。商標登

録を管轄する国家工商総局商標局と、商号登録を管轄する各地方工商行政管

理局との間には、商標に関するクロスリサーチのシステムがない。両者は、

許可条件、手続き、保護範囲等において、異なっている。 

事実面 不正業者が悪意で他人の商標を商号として登録して、消費者を誤認させるこ

とを通じて不当利益を獲得する。 

 

商号登記について、工商行政管理局は権利存在状況を全面的に調査しないので、合法

的に登記された商号でも、他人の先行商標権を侵害する可能性があります。同様に、合

法的に登録された商標権も、他人の先行商号権に対する侵害を構成する可能性がありま

す。 

 

 

3． 救済手段 

合法的に登記された企業名称が先行商標権を侵害した事件について、相手側の企業名

称を変更/抹消させて、侵害行為を差し止める必要があります。先行商標権者は、以下

のような救済手段を取ることができます。 

 

① 相手側に警告状を送付して、商号を変更するよう交渉する。 

② 工商行政管理局に商号の変更/抹消請求を提出する。 

法律根拠 
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 「企業名称登記管理規定」第 5 条 

登記主管機関は既に登録した不適切な企業名称を是正する権限を有する。上級

登記機関は下級登記機関が許可した不適切な企業名称を是正する権限を有する。 

既に登録した不適切な企業名称について、いかなる企業・団体又は個人も登記

主管機関に是正するよう要求することができる。 

 「中華人民共和国商標法実施条例」第 53 条 

商標権者は、自分の著名商標が他人により企業名称として登記され、公衆が騙

され又は公衆誤認をもたらすおそれがあると考えた場合には、企業名称登記主管

機関に当該企業名称の登記の取消を請求することができる。企業名称登記主管機

関は「企業名称登記管理規定」に基づき処理する。 

 「商標及び企業名称に係る若干問題の解決に関する国家工商行政管理局の

意見」 

第 4 条 

商標中の文字は、企業名称中の屋号と同一又は類似する場合、他人に市場主体

及びその商品又は役務の出所を誤認させ（誤認させる可能性も含む）、不正競争

行為を構成すれば、法により、差し止めなければならない。 

第 5 条  

前条でいう「混同」とは、下記の内容が含まれる 

①他人の企業名称中の屋号と同一又は類似の文字を商標に登録し、関連公衆

に、企業名称の所有者及び登録商標の商標権者を誤認させ、又は誤解させる場合。 

② 他人の登録商標と同一又は類似の文字を企業名称中の屋号として登記し、

関連公衆に、登録商標権者及び企業名称の所有者を誤認させ、又は誤解させる場

合。 

 

③  不正競争又は商標権侵害を理由に、裁判所に民事訴訟を提起する。 

法律根拠 

 「中華人民共和国商標法実施条例」第 53 条（上記内容参照） 

 「商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する最高裁の

解釈」第 1 条 
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説明 

以下の行為は商標法第52条第5項に規定された他人の登録商標専用権を侵害す

る行為に属する。 

① 他人の登録商標と同一又は類似する文字を企業名称とし、同一又は類似す

る商品に際立って使用し、関係公衆に誤認を生じさせる可能性があるもの 。 

② 他人の著名商標又はその主要な部分を複製、模倣、翻訳し、同一でない又

は類似でない商品に商標として使用し、公衆を誤認させ、当該著名商標登録人の

利益に損害を与える可能性があるもの。 

③ 他人の登録商標と同一又は類似する文字をドメイン名として登録し、そし

て当該ドメイン名を通じて関係商品の電子商取引を行い、関係公衆に誤認を生じ

させる可能性があるもの。 

 「登録商標、企業名称と先行権利との抵触に係る民事紛争事件の審理におけ

る若干の問題に関する最高裁判所の規定」第 4 条 

訴えられた企業名称が登録商標の専用権への侵害、又は不正競争になった場

合、裁判所は原告の請求及び事件の具体的な事情に基づき、被告に使用停止、使

用の規範化などの民事責任を命じることが出来る。 

 「（2004）民三他字第１０号書簡の伝達に関する最高裁判所民事審判第三庭

の通達」第 2 条 

信義誠実の原則に違反し、他人の登録商標の中における同一な文字又は類似の

企業商号を使用することによって、十分に関連している公衆に商品又は役務の出

所に対して混同を生じさせる場合、当事者の訴訟請求に基づき、民法通則の関連

規定及び不正競争防止法の第 2 条の第 1、2 項の規定により、不正競争の行為を

構成するか否かについて審査し、行為者の民事責任を追及することができる。 

 

合法的に登録された企業名称が他人の先行商標権を侵害した事件につ

いて、相手側に警告状を発送して企業名称を変更するよう交渉する救済手

段は、コストを低く抑えられます。但し、相手側が合法的ルートによって企業名称を取

得していると抗弁するので、その成功率はあまり高くありません。 

また、先行商標権者は、登記主管機関へ、企業名称の変更、又は、抹消（著名商標の

場合可能）を請求することができますが、登記主管機関は積極的に対応してくれず、そ
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説明 
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規定及び不正競争防止法の第 2 条の第 1、2 項の規定により、不正競争の行為を
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場合可能）を請求することができますが、登記主管機関は積極的に対応してくれず、そ
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の実効性も高くないのが実状です。 

実務において、裁判所へ訴訟を提起することにより、紛争を解決するケースが多くな

っています。その場合、裁判所は、侵害又は不正競争を構成するかどうかを認定します

が、通常、下記の 3 つの情況において、商標権侵害又は不正競争になると認定します。

また、企業名称の使用が、商標権侵害又は不正競争であると裁判所に認められる場合、

裁判所は原告の請求及び事件の具体的な事情に基づいて、被告に使用停止、使用の規範

化などの民事責任を命じることはできますが、企業名称の変更又は取消を命じることは

できません。 

 

他人の著名商標を企業名称で使用する場合 

著名商標と同一又は類似する文字を商号として利用し、消費者に誤認を生じさせる場

合、商標権侵害を構成する。中国において、著名商標として認定するためには、係る商

標の周知度に対する要求が非常に高い。一旦、著名商標として認定されれば、商標上、

類別を超える保護を受けられるだけではなく、相手側の企業名称であるとの対抗に対し

ても、広範囲の保護を受けることができる。 

他人の商標を字号として、同一又は類似商品で際立って使用し、 

関係公衆の誤認を招きやすい場合 

他人の登録商標と同一又は類似の文字を企業商号として同一又は類似の商品において、

際立って使用し、関連公衆を誤認させやすい場合、商標権侵害を構成する。著名商標で

なければ、係る登録商標を企業名称として登録することは、禁止されていない。ただし、

係る登録商標を同一又は類似商品で際立って使用する場合、関係公衆の誤認を招きやす

いので、商標権者に対する侵害と不正競争行為を構成する可能性がある。 

企業名称の使用については、企業名称の通常使用（全般態様での使用）、企業名称又は

商号の突出使用、企業名称の略称の使用（多くは商号部分の使用）に分けることができ

る。そのうち、商号とは、企業名称の特定化標識である。中国では企業名称は識別性の

ある語のほかに地域名と業種と企業の態様で表されるが、そのうち識別性のある語を特

に「字号」と称する。 

上記のとおり，企業名称の全般使用は，原則として商標権侵害，不正競争には該当しな

い。但し、企業名称中の商号と同一の商標が高い知名度を有し、著名商標を構成する場

237

第２節 商号の問題



248 
 

説明 

合には、商標権侵害又は不正競争防止法違反となる可能性がある。また、先行商標権が

ある場合、突出使用・略称使用は、通常「際立った使用」と認定され、商標権侵害又は

不正競争防止法違反を構成する可能性が高い。 

信義誠実原則に違反し、他人の登録商標と同一又は類似した字号を使用し、 

関係公衆に商品の出所に対する誤認を招きやすい場合 

前項の情況に該当しない場合、裁判所は当事者の請求及び事件の実情に基づき、不正競

争を構成するか否かを判断する。例えば、無断で他人の商標を使用して、関係公衆に誤

認を生じさせる場合、不正競争を構成する可能性がある。 

その場合、企業名称登記行為が信義誠実原則に違反したかどうかを考慮する必要があ

り、主に、企業名称登録者の悪意の有無を考慮する。 

通常、下記の内容を考慮する。 

① 企業名称登記者は、他人の先行登録商標を知っているかどうか。 

② 企業名称登記者に係争企業名称を登記する正当な理由があるかどうか。 

③ 企業名称登記者には、他人の先行登録商標の知名度を利用する意向があるかどう

か。 

④ 関係公衆に誤認を生じやすいかどうか。 

 

商号と商標の抵触の件において、商号が他人の商標権に対する権利侵

害を構成するか否かについては、司法実務において、下記の争点を巡って

展開されています。 

① 先行登録の商標権が著名商標であるか否か。 

② 抵触企業名称が先行権利と同一又は類似するか否か。 

③ 商号を際立って使用しているか否か。 

④ 関連公衆に誤認・混同を生じさせるおそれがあるか否か。 

⑤ 抵触企業名称の登記者の主観的な悪意があるか否か。 

 

 

4． 香港商号について 

近年、不正業者が香港で著名商標又は著名商号等が含まれている企業名称を無断で登
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説明 

合には、商標権侵害又は不正競争防止法違反となる可能性がある。また、先行商標権が

ある場合、突出使用・略称使用は、通常「際立った使用」と認定され、商標権侵害又は

不正競争防止法違反を構成する可能性が高い。 

信義誠実原則に違反し、他人の登録商標と同一又は類似した字号を使用し、 

関係公衆に商品の出所に対する誤認を招きやすい場合 

前項の情況に該当しない場合、裁判所は当事者の請求及び事件の実情に基づき、不正競

争を構成するか否かを判断する。例えば、無断で他人の商標を使用して、関係公衆に誤

認を生じさせる場合、不正競争を構成する可能性がある。 

その場合、企業名称登記行為が信義誠実原則に違反したかどうかを考慮する必要があ

り、主に、企業名称登録者の悪意の有無を考慮する。 

通常、下記の内容を考慮する。 

① 企業名称登記者は、他人の先行登録商標を知っているかどうか。 

② 企業名称登記者に係争企業名称を登記する正当な理由があるかどうか。 

③ 企業名称登記者には、他人の先行登録商標の知名度を利用する意向があるかどう

か。 

④ 関係公衆に誤認を生じやすいかどうか。 

 

商号と商標の抵触の件において、商号が他人の商標権に対する権利侵

害を構成するか否かについては、司法実務において、下記の争点を巡って

展開されています。 

① 先行登録の商標権が著名商標であるか否か。 

② 抵触企業名称が先行権利と同一又は類似するか否か。 

③ 商号を際立って使用しているか否か。 

④ 関連公衆に誤認・混同を生じさせるおそれがあるか否か。 

⑤ 抵触企業名称の登記者の主観的な悪意があるか否か。 

 

 

4． 香港商号について 

近年、不正業者が香港で著名商標又は著名商号等が含まれている企業名称を無断で登

 
 
 

1 

香港商号の不正登録使用例

 

株式会社と類似する名称を

香港で商号登記する 

日本 株式会社有限公司

法 

中国大陸の○○メーカー

（不正登録者と利害関係ある） 

生
産
許
可 

社と同一又は類似の 

製品を生産 

 

 他によく利用される名称

日本 国際有限公司 
日本 （香港）株式会社

日本 科技（香港）有限公司 
………… 

依頼者：日本 株式会社有限公司

生産者：○○メーカー、日本 株

式会社有限公司の指定生産メーカー 
 

製品 

記し、中国大陸のある企業が当該香港で登記したダミー企業から「生産許可」を得た

として、著名商標又は著名商号の所有者と同一又は類似する製品・役務を提供するケー

スが多発しています。消費者は通常、関連製品・役務は著名商標又は著名商号の所有者

が提供したものであると誤認し、侵害品を購入してしまう例が多発しています。 

 

香港商号紛争の原因 

法律面 香港は、中国大陸とは異なる法体制を有し、企業名称構成の自由度が高いの

で、既存企業と完全に一致する名称でない限り、通常登録される。 

事実面 不正業者が悪意で他人の商標又は商号を登録し、当該商号が大陸のある企業

に「生産許可」する形式で、消費者を誤認させて不当利益を取得する。その

場合、香港で商号を登録した者と大陸の「生産許可」を得た企業の責任者が

同一人物であることも少なくない。 

 

→ある模倣業者が日本の大手会社である「 株式会社」の名義で模倣品の経営をしよ

うとする場合、通常、以下のルートによって、不正経営を行います。
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対応 

 

このような事件について、ひとまず、香港において登録されている商号を

変更/抹消させる必要がありますが、通常、次のような解決ルートがありま

す。 

 

① 相手側に警告状を送付して企業名称を変更するよう要求する。 

メリット： 

 コストが少なくて済む。 

 紛争解決までの時間が短い。 

デメリット： 

 企業名称変更の目的を実現しにくい。 

② 香港の会社登記所にクレームを提出して、係争企業名称を変更/抹消させるよう要

求する。 

変更の条件：相手側の企業名称がその前に登記された現有の企業名称と同一又は

類似する場合、会社登記所の所長は係争企業名称の登録日から起算して 12 ヶ月

以内に、当該会社に企業名称を変更するよう命じることができる。 

抹消の条件：ある会社が営業状態にない場合、会社登記所の所長は当該企業名称

を登記簿から抹消することができる。通常、連続 3 年間年度申告表を提出しなか

った場合、営業状態にないとみなされる。 

メリット： 

 コストが安くて済む。 

 相手側との繁雑な交渉が回避される。 

デメリット： 

 時間がかかる 

 企業名称の変更申請において、その前に登録した企業名称とは類似しないと

の理由で棄却されるケースが少なくない。 

 企業名称の抹消申請において、相手側が連続 3 年間偽りの年度申告表を提出

した場合、証拠を提出して相手側が確かに営業していないことを証明すべき

であるが、その証拠の収集は難しい。 
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対応 

 

このような事件について、ひとまず、香港において登録されている商号を

変更/抹消させる必要がありますが、通常、次のような解決ルートがありま

す。 

 

① 相手側に警告状を送付して企業名称を変更するよう要求する。 

メリット： 

 コストが少なくて済む。 

 紛争解決までの時間が短い。 

デメリット： 

 企業名称変更の目的を実現しにくい。 

② 香港の会社登記所にクレームを提出して、係争企業名称を変更/抹消させるよう要

求する。 

変更の条件：相手側の企業名称がその前に登記された現有の企業名称と同一又は

類似する場合、会社登記所の所長は係争企業名称の登録日から起算して 12 ヶ月

以内に、当該会社に企業名称を変更するよう命じることができる。 

抹消の条件：ある会社が営業状態にない場合、会社登記所の所長は当該企業名称

を登記簿から抹消することができる。通常、連続 3 年間年度申告表を提出しなか

った場合、営業状態にないとみなされる。 

メリット： 

 コストが安くて済む。 

 相手側との繁雑な交渉が回避される。 

デメリット： 

 時間がかかる 

 企業名称の変更申請において、その前に登録した企業名称とは類似しないと

の理由で棄却されるケースが少なくない。 

 企業名称の抹消申請において、相手側が連続 3 年間偽りの年度申告表を提出

した場合、証拠を提出して相手側が確かに営業していないことを証明すべき

であるが、その証拠の収集は難しい。 
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③ 裁判所に商標権侵害又は不正競争等を理由に民事訴訟を提出する。 

訴訟の条件等：香港において係争商号に係る登録商標を有する場合、商標権侵害

を主張することができる。登録商標を有しない場合、自社の商号権に基づき、不

正競争等を主張することができる。その場合、自社商号の高い周知度を証明する

ことができなければならない。そのため、商標権侵害を主張するほうが、不正競

争を主張するより簡便に行える。 

メリット： 

 相手側が抗弁しないケースが多いので、比較的勝訴判決を得やすい。 

デメリット： 

 判決後の、抹消手続きに時間がかかる。 

 商標権侵害を主張する場合、証拠の収集はそれ程難しくないが、香港におい

て、登録商標がなく、商号の高い周知度で相手側の侵害を主張する場合、そ

の周知度に関する証拠の収集は難しい。 

 費用がかさむ。 
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禁止 著作権は、地域性を有していない。しかも、「著作権法」第 24 条に

よれば、著作物の使用権には、専有使用権と非専有使用権がある。 

上記法律規定によれば、中国において、専有使用権を有する主体は、

関連機関へ著作物の並行輸入を制止するよう求めることができる。そ

れに対して、専有使用権を有していない場合、著作物の並行輸入は許

可されるべきである。 

許可 

 

「著作権法」と「著作権実施条例」には、並行輸入に関する規定がな

い。また、「国際著作権条約実施規定」には、著作物に対して保護を

していない国からの複写品は、その輸入を禁止すると規定している。 

したがって、現有の法律によれば、著作物に対して保護をしていない

国からの複写品は輸入を禁止されているものの、著作物に対して保護

をしている国からの複写品の輸入は禁止されていなく、これらの国か

らの著作物の並行輸入は許可されている。 
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資料編 
資料 模倣対策費用目安（料金表）

費用は代理事務所や調査会社によってかなりの開きがありますが、平均的な例を参考

までに以下に掲載します。 

．権利取得の手続きに必要な費用

（1）専利（発明特許、実用新案、意匠）関係  

標 準 料 金 表                 

標準

番号
項目

官庁手数

料（ ）

代行手数

料（ ）

Ⅰ 発明特許

発明特許出願の提出（印刷料を含む）

出願の国内段階への移行料金（印刷料を含む）

分割出願の提出（公開料を含む）

明細書加算料

頁以降 頁毎に加算される金額 —

明細書 頁以降 頁毎に加算される金額 —

請求項加算料

請求項 項目以降 項毎に加算される金額

早期公開の請求 —

実体審査の請求

拒絶査定不服審判の請求

発明特許証書の交付（印刷料、印紙税を含む）

無効審判請求の提出
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微生物の寄託（ 年間、菌株毎に）

微生物
都度見積

りによる

細胞系、動物及び植物ウイルス
都度見積

りによる

微生物生存レポートの請求料（菌株毎に）

微生物
都度見積

りによる

細胞系、動物及び植物ウイルス
都度見積

りによる

微生物サンプルの提供（菌株毎に）

微生物
都度見積

りによる

細胞系
都度見積

りによる

検疫料
都度見積

りによる

年金の納付（年毎に）

１年目－３年目

４年目－６年目

７年目－９年目

年目－ 年目

年目－ 年目

年目－ 年目

年金の延納金（納付期限から６ヶ月以内）
月毎に増、

％

出願の猶予期間の請求
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微生物の寄託（ 年間、菌株毎に）

微生物
都度見積

りによる

細胞系、動物及び植物ウイルス
都度見積

りによる

微生物生存レポートの請求料（菌株毎に）

微生物
都度見積

りによる

細胞系、動物及び植物ウイルス
都度見積

りによる

微生物サンプルの提供（菌株毎に）

微生物
都度見積

りによる

細胞系
都度見積

りによる

検疫料
都度見積

りによる

年金の納付（年毎に）

１年目－３年目

４年目－６年目

７年目－９年目

年目－ 年目

年目－ 年目

年目－ 年目

年金の延納金（納付期限から６ヶ月以内）
月毎に増、

％

出願の猶予期間の請求
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単一性の回復

Ⅱ 実用新案

実用新案出願の提出

分割出願の提出

出願の国内段階への移行料金

明細書加算料

頁以降 頁毎に加算される金額 —

明細書 頁以降 頁毎に加算される金額 —

請求項加算料

請求項 項目以降 項毎に加算される金額

拒絶査定不服審判の請求

実用新案登録証の交付（印刷料、印紙税を含む）

無効審判請求の提出

年金の納付（年毎に）

１年目－３年目

４年目－５年目

６年目－８年目

９年目－ 年目

年金の延納金（納付期限から６ヶ月以内）
月毎に増、

％

実用新案登録出願の猶予期間の請求

出願の単一性の回復
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実用新案の調査

Ⅲ 意匠登録

意匠登録出願の提出

分割出願の提出

拒絶査定不服審判請求の提出

意匠証書の交付（印刷料、印紙税を含む）

無効審判請求の提出

年金の納付（年毎に）

１年目 ３年目

４年目 ５年目

６年目 ８年目

９年目 年目

年金の延納金（納付期限から６ヶ月以内）
月毎に増、

％

Ⅳ その他

出願時に提出されなかった書類の提出 —

公文書の受領と転送 —

代理機構の書誌事項の変更

発明者、出願人及び専利権者の書誌事項の変更

優先権主張

つの先出願を基礎に優先権を主張する場合

つ以上の先出願を基礎に優先権を主張する場
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実用新案の調査

Ⅲ 意匠登録

意匠登録出願の提出

分割出願の提出

拒絶査定不服審判請求の提出

意匠証書の交付（印刷料、印紙税を含む）

無効審判請求の提出

年金の納付（年毎に）

１年目 ３年目

４年目 ５年目

６年目 ８年目

９年目 年目

年金の延納金（納付期限から６ヶ月以内）
月毎に増、

％

Ⅳ その他

出願時に提出されなかった書類の提出 —

公文書の受領と転送 —

代理機構の書誌事項の変更

発明者、出願人及び専利権者の書誌事項の変更

優先権主張

つの先出願を基礎に優先権を主張する場合

つ以上の先出願を基礎に優先権を主張する場
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合（先出願 件毎に）

新規性喪失の例外規定適用の請求 —

面接手数料 —

中国専利出願の認証謄本の提供

対応期間の延長（補正又は拒絶理由通知）

回目の延長（ ヶ月毎に）

） 回目の延長（ ヶ月毎に）

実施許諾契約の届出 —

専利権譲渡契約の登録

専利出願権譲渡契約の登録

翻訳料（原文 字につき）

英語から中国語へ —

日本語から中国語へ —

ドイツ語、ロシア語、フランス語から中国語へ —

中国語から英語へ —

中国語から日本語へ —

中国語からドイツ語、ロシア語、フランス語へ —

タイプ代

英語（ 頁につき） —

中国語（ 頁につき） —

コピー代（１枚につき） —
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図面代（１枚につき）

下絵に基づき作成 —

図面の訂正 —

図面の準備 —

写真の作成（一枚につき） —

権利回復手数料

意見書・補正書の準備 —

審判答弁書の作成

出願の取り下げ —

 

商標関係

標 準 料 金 表

標準 
番号 

項目 
官庁手数

料（ ）

代行手数

料（ ）

Ⅰ．登録出願

出願

１区分の出願（ 品目の商品 役務を超えない場合）

追加の区分の出願（ 品目の商品 役務を超えない

場合）

１商品、役務毎に加算する金額（ 品目の商品 役

務を超える場合）

団体商標出願

証明商標出願

優先権の主張 —
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図面代（１枚につき）

下絵に基づき作成 —

図面の訂正 —

図面の準備 —

写真の作成（一枚につき） —

権利回復手数料

意見書・補正書の準備 —

審判答弁書の作成

出願の取り下げ —

 

商標関係

標 準 料 金 表

標準 
番号 

項目 
官庁手数

料（ ）

代行手数

料（ ）

Ⅰ．登録出願

出願

１区分の出願（ 品目の商品 役務を超えない場合）

追加の区分の出願（ 品目の商品 役務を超えない

場合）

１商品、役務毎に加算する金額（ 品目の商品 役

務を超える場合）

団体商標出願

証明商標出願

優先権の主張 —
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優先権書類提出期限の延長申請 —

補正通知の報告及び応答 —

商標登録証の送付 —

商標登録証の再発行申請

優先権証明書類の発行申請

商標登録証明の発行申請

商標出願の取下げ申請 —

商標登録の取消申請 —

外国語商標の中国語訳名の提案 —

Ⅱ．審判／異議

拒絶／拒絶不服審判請求

全部又は部分的拒絶通知書の報告 —

拒絶査定不服審判請求

証拠 理由の補充 —

審決の報告 —

異議申立／異議審判請求

異議申立

異議裁定の報告 —

異議裁定不服審判請求

証拠調べ通知書の報告 —

証拠調べ見解の提出 —
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証拠 理由の補充 —

審決の報告 —

他人による異議申立 異議審判請求の答弁通知書

の報告
—

他人による異議申立 異議審判請求への答弁 —

無効審判請求

無効審判請求

証拠調べ通知書の報告 —

証拠調べ見解の提出 —

証拠 理由の補充 —

審決の報告 —

他人による無効審判請求の答弁通知書の報告 —

他人による無効審判請求への答弁 —

三年不使用取消審判請求

不使用取消審判請求

不使用取消裁定の報告 —

不使用取消裁定不服審判請求

証拠調べ通知書の報告 —

証拠調べ見解の提出 —

証拠 理由の補充 —

審決の報告 —

他人による不使用取消審判で使用証拠提出通知

の報告
—

258

資料編



268 
 

証拠 理由の補充 —

審決の報告 —

他人による異議申立 異議審判請求の答弁通知書

の報告
—

他人による異議申立 異議審判請求への答弁 —

無効審判請求

無効審判請求

証拠調べ通知書の報告 —

証拠調べ見解の提出 —

証拠 理由の補充 —

審決の報告 —

他人による無効審判請求の答弁通知書の報告 —

他人による無効審判請求への答弁 —

三年不使用取消審判請求

不使用取消審判請求

不使用取消裁定の報告 —

不使用取消裁定不服審判請求

証拠調べ通知書の報告 —

証拠調べ見解の提出 —

証拠 理由の補充 —

審決の報告 —

他人による不使用取消審判で使用証拠提出通知

の報告
—
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他人による不使用取消審判で使用証拠の準備及

び提出
—

他人による不使用取消裁定不服審判請求の答弁

通知書の報告

他人による不使用取消裁定不服審判請求の答弁 —

Ⅲ．更新

更新申請

更新申請の延長請求

Ⅳ．変更／更正

出願人 商標権者名義変更申請

出願人 商標権者住所変更申請

出願人 商標権者名義 住所同時変更申請

代理人変更申請

指定商品の削除申請

その他の出願 登録事項の変更申請

申請 登録事項の更正申請

Ⅴ．使用許諾契約の届出

商標使用許諾契約の届出

商標許諾契約届出の変更 事前終止 —

Ⅵ．譲渡

譲渡申請

Ⅶ．調査とウォッチング

英語 漢字 数字商標の調査（一商標一区分） —
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図形商標の調査（一商標一区分） —

詳細な調査報告書の作成（一商標一区分） —

商標のウォッチング（一区分 年） —

名義人調査 —

．訴訟に必要な費用

項目 明細
官庁手数料 代行手数料

行政訴訟
証拠収集が含まれない

～

民事侵害訴訟
証拠収集が含まれない

損害賠償金額に基づ

く
～

再審

再審の申請段階 ――

～

（公聴有）

～

（公聴無）

再審段階 ―― ～

 
 
 
．訴訟以外の模倣品対策に必要な費用

項目 明細
官庁手数料 代行手数料

行政摘発

（発明特許）

証拠収集が含まれない

（口頭審理有）
金額に基づく ～

証拠収集が含まれない

（口頭審理無）
金額に基づく ～

行政摘発

（発明特許以外）
証拠収集が含まれない ―― ～
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図形商標の調査（一商標一区分） —

詳細な調査報告書の作成（一商標一区分） —

商標のウォッチング（一区分 年） —

名義人調査 —

．訴訟に必要な費用

項目 明細
官庁手数料 代行手数料

行政訴訟
証拠収集が含まれない

～

民事侵害訴訟
証拠収集が含まれない

損害賠償金額に基づ

く
～

再審

再審の申請段階 ――

～

（公聴有）

～

（公聴無）

再審段階 ―― ～

 
 
 
．訴訟以外の模倣品対策に必要な費用

項目 明細
官庁手数料 代行手数料

行政摘発

（発明特許）

証拠収集が含まれない

（口頭審理有）
金額に基づく ～

証拠収集が含まれない

（口頭審理無）
金額に基づく ～

行政摘発

（発明特許以外）
証拠収集が含まれない ―― ～
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直接交渉 証拠収集が含まれない ―― ～

警告状
発送後の相手との交

渉、連絡が含まれない
――

 
 
．知財に関連手続きに必要な費用

項目 明細
官庁手数料 代行手数料

企業登録 企業登録手続きの代行 約
件（国内）

件（外資）

ソフトウェア

登記
ソフトウェア登記 件

著作物登記 著作物登記 ～ ～ 件

税関登録 税関登録 ～ 件

ドメイン登録

の英語ドメイン名
年

年

～ 件

国際ドメイン名 年

年

中国語の通用ドメイ

ン名 中国 公司 网络

年

年

国際中国語ドメイン名

中国語 中国語

年

年

通用ウェブサイト（インタ

ーネットキーワード）

年

年

無線ウェブサイト
年

年

ドメイン異議

申立

個

～ 個

～ 件
～ 個

～ 個

～ 個
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．そのほか

項目 明細
官庁手数料 代行手数料

調査

現地調査 ―― ～ 社

工商登記ファイルの取寄

せ
約 ～ 社

工商登記資料の取寄せ 約 ～ 社

インターネットでの調査 ―― ～ 社

電話調査 ―― ～ 社

証拠収集と公

証

原本とコピー件が一致で

ある公証
～ 件 ～ 件

図書館から資料の取寄せ ～（ページ数に

基づく）
回

図書館から資料の調査・

取寄せ

～（ページ数に

基づく）

～

（普通）

～

（複雑、資料が膨大

である場合）

インターネット資料に関

する公証
件 ～ 件

公証付き購入 ～ 件

～

（店舗購入）

～

（工場購入）

～

（インターネット

購入）

ほかの現場公証 ～ 件 ～ 日
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